
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 号 

令和 3 年 10 月 13 日発行 

粕川町５２０（尾島庁舎内） 

Tel ５２－８８６２ 

Fax ５２－８８６３ 

★日  時 １１月２４日（水） 

午後２時～午後４時１０分 

★会  場 尾島生涯学習センター 視聴覚室 

★内  容 アプリのインストール方法、 

インターネットの使い方を学ぶ。 

★対  象 市内に在住または在勤の６５歳以上の人 

★参 加 費 無料 

★持 ち 物 お手持ちのスマートフォン(android)、 

      筆記用具 

★定  員 １０人 

★申し込み １１月４日～１１月５日に 

尾島行政センターへ電話で申し込み。 

※定員を超えた場合は事務局にて抽選。 

後日結果を郵送します。 

 
初
心
者
デ
ス 

今月の納期 ＊納期限までの納付にご協力をお願いいたします。 
★市県民税 （第３期）   【お問い合わせ】★市県民税・国民健康保険税 
★国民健康保険税 （第４期）         収納課 TEL：0276-47-1820 

★後期高齢者医療保険料 （第４期）     ★後期高齢者医療保険料 

★介護保険料 （第４期）           医療年金課 TEL：0276-47-1926 

                      ★介護保険料 

                       介護サービス課 TEL:0276-47-1948 

 

 

納期限：１１月１日（月） 

★日  時 １１月２４日～１２月１５日 

      毎週水曜日（全４回） 

 午前１０時～正午 

★会  場 尾島生涯学習センター 第１・２和室 

★内  容 中国古来の伝統武術を学び、 

心身の健康増進を図る。 

★対  象 市内に在住または在勤の人 

★参 加 費 無料 

★持 ち 物 運動のできる服装、飲み物、タオル 

★定  員 １０人 

★申し込み １１月４日に２次元コードまたは 

尾島行政センターへ電話で申し込み。 

※定員を超えた場合は抽選、後日結果を 

郵送します。 

 

 
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、購入・設置した備品類に対して助成します。 
【助成金額（1 店舗当たり）】 
 備品購入費など（税抜き）の２分の１（上限１０万円） 
【業種】 
 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業など県による「ストップコロ
ナ！対策認定制度」に準拠するもの 
【対象】 
 令和３年４月１日以降に購入した感染症対策備品（空気清浄機、アクリル板、非接触型検温器、消毒液など） 
※消耗品のみは不可 

【助成の条件>  
 ・市内で経営する店舗（事業所）であること 
 ・床面積３００㎡以下であること 
 ・県による「ストップコロナ！対策認定制度」の認定を受ける意思があることなど 
【申し込み方法】 
 １２月２８日（火）までに直接、産業政策課（市役所5 階）へ申し込み 
 ※予算がなくなり次第終了します 
【お問い合わせ】 
 太田市役所 産業政策課 TEL  ０２７６- ４７- １８３４ 

お問い合わせ 尾島行政センター  

℡０２７６－５２－８８６２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 ９:３０-１０:３０ １１:００-１２:００ １３:３０-１５:００ 

11月10日(水) 小角田会館 徳川会館 大舘区民会館 

11月12日(金) 世良田生涯学習センター 一丁目会館 (尾島) 

11月15日(月) 押切集会所 堀口集会所（賀茂神社社務所） 前小屋会館 

11月１6日(火) 尾島生涯学習センター 尾島生涯学習センター 

11月17日(水) 尾島生涯学習センター 尾島生涯学習センター 

お問い合わせ 新田保健センター 

 電話 0276-57-2651 

אל Ậ ᾒϋ╚ ӲŷŦƊľ 

ĢİŘĚŘ© 

日 時 令和３年１１月１３日（土） 

受付時間 午後１時～２時３０分 

会 場 九合行政センター ふれあいホール 

対 象 者  群馬県内にお住まいの方（個人） 

概 要 弁護士または司法書士による 

債務整理相談、生活再建相談、 

保健師などによるこころの悩み相談等 

申 込 み  （事前予約制） 

太田市消費生活センター（市役所２階）

窓口または電話で 

℡0276－30－2220（9:00～16:00） 

 

認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等のご家
族に対して、行方不明となった時に位置情報を取得できる
GPS 端末の貸し出しを行います。 
★対象者 市内に住民登録があり、以下のいずれの条件も満

たす人 
    ①認知症またはその疑いがあり、行方不明になる

おそれがある高齢者（若年性認知症含む）を介
護している家族 

②行方不明発生時に位置情報を取得し、高齢者を
迎えに行くことができる人 

★利用料 月額 1,000 円を市に納付していただきます。 
     専用の靴等の装着品を希望される場合は、別途費

用がかかります。 
★申請方法 印鑑をご持参のうえ、長寿あんしん課窓口にて

申請してください。 
★端 末 サイズ:縦 45.5 ㎜×横 38.5 ㎜×厚さ 11.9 ㎜ 
     重さ：30ｇ 
【お問い合わせ】 長寿あんしん課 地域支援係 
         TEL0276-47-1856 

https://ota.hinanjo.dmacs.jp  

 

ѝ 11 1 ֞̂  
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災害時に市避難所開設状況サイトから次の情報をお知らせします。 

①避難所の開設状況 

②避難所の混雑状況（６段階で表示） 

③現在地から近い順に避難所を表示 
※スマートフォン等の位置情報機能を活用します。 

※避難所までの経路は、道路状況（冠水等）を考慮していません。 

注意）フューチャーフォン（ガラケー）では閲覧できないことがあります。 

※水害時は尾島地区に避難所はありません。 

【対象者】４０歳以上の方（令和４年３月３１日現在の年齢） 
     ６５歳以上の方は、１年に１回、結核検診を受診しま

しょう。 
【検診内容】問診、胸部レントゲン検査、喀痰検査（問診の結果、

対象となる方） 
【自己負担金】胸部レントゲン検査５００円（６５歳以上無料） 
       喀痰検査５００円（７０歳以上無料） 
【検診日等】新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、急遽

中止となる場合もあります。会場では他者との間隔、２
メートルのソーシャルディスタンスを守りましょう。 
受診の際は、必ず「受診券」と「バーコードシール」を
持ち、直接会場にお出かけください。 

下記の方は受診できません。 
※マスクの着用ない者 
※３７．５ 以上の発熱のある者 
※咳、発熱、呼吸困難などの症状がある者 
※４～５日続く下痢などの消化器症状のある者 
※過去２週間以内に３７．５ 以上の発熱のあった者 
※２週間以内に、新型コロナウイルスの患者やその疑
いがある患者との接触歴がある者 

※２週間以内に渡航歴がある者、またその家族や職場
内など接触歴がある者 

※新型コロナウイルスの患者に濃厚接触の可能性が
あり、待機期間中の者 


